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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アドレス帳記憶部に格納するアドレス帳をネットワークを介して外部機器に公開する公
開手段と、
　前記アドレス帳に宛先情報を登録するための登録要求を受け付ける受付手段と、
　前記登録要求に含まれる宛先情報がループバックアドレスを含む場合に、当該ループバ
ックアドレスを含む宛先情報を登録することを制限する制御手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　ループバックアドレスを含む宛先に対する処理方法を設定する設定手段を更に有し、
　前記処理方法は、前記ループバックアドレスの登録を禁止する処理を含むことを特徴と
する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記処理方法は、前記ループバックアドレスを特定機器のアドレスに変換する処理を含
むことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記ループバックアドレスを特定機器のアドレスに変換する処理として、
（１）前記ループバックアドレスを前記登録要求の送信元の装置のアドレスに変換して設
定するか、
（２）前記ループバックアドレスを前記アドレス帳を保有している装置のアドレスに変換
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して設定するか、
（３）前記ループバックアドレスを前記アドレス帳の更新を要求している装置のアドレス
に変換して設定するか、
のいずれかを可能にしたことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記処理方法は、前記ループバックアドレスを前記特定機器のアドレスに変換するか否
かをユーザに確認する処理を更に含むことを特徴とする請求項３又は４に記載の情報処理
装置。
【請求項６】
　情報処理装置を制御する制御方法であって、
　前記情報処理装置の公開手段が、アドレス帳記憶部に格納するアドレス帳をネットワー
クを介して外部機器に公開する公開工程と、
　前記情報処理装置の受付手段が、前記アドレス帳に宛先情報を登録するための登録要求
を受け付ける受付工程と、
　前記情報処理装置の制御手段が、前記登録要求に含まれる宛先情報がループバックアド
レスを含む場合に、当該ループバックアドレスを含む宛先情報を登録することを制限する
制御工程と、
有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの送信や転送を行う際の宛先の一覧であるアドレス帳に外部装置から
宛先を登録でき、またそのアドレス帳を外部装置から参照できるようにした情報処理装置
及び当該情報処理装置を制御するための制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合機などの画像形成装置では、データの送信や転送を行う際の宛先を登録するための
アドレス帳を備えている。また、そのアドレス帳を複数の画像形成装置等で共通して使用
可能にするために、ネットワークを介して他の画像形成装置に配信することも可能となっ
ている。またアドレス帳を他の画像形成装置に配信する際、全ての画像形成装置に共通に
配布するアドレスと、各装置ごとに個別に配布すべきアドレスとを区別して、各装置に相
応しいアドレス帳を生成して配布することも提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　また、画像形成装置のアドレス帳を複数の画像形成装置で利用する方法として、ネット
ワークを介して他の画像形成装置が有するアドレス帳を直接参照する技術も知られている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１８８１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　いま画像形成装置内のファイル管理システムがファイルサーバ機能を有すると、その画
像形成装置にネットワークを介して接続している外部機器は、その画像形成装置内のファ
イル管理システムを通常のファイルサーバとして使用できる。ファイルサーバ機能として
提供するプロトコルには、例えば、ＳＭＢやＣＩＦＳやＷｅｂＤＡＶ（Web-based Distri
buted Authoring and Versioning）やＦＴＰ等がある。
【０００６】
　画像形成装置がファイルサーバ機能として機能すると、その画像形成装置のアドレス帳
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に、その画像形成装置自身がファイルサーバ機能で提供するアドレスを宛先として登録し
て利用することが可能となる。その場合、その画像形成装置が提供するファイルサーバの
アドレスとして、ループバックアドレスを指定することも可能となる。例えば、画像形成
装置（ＩＰアドレスを「168.0.0.1」とする）のファイルサーバ機能により、そのファイ
ル管理システムが管理しているフォルダ「share」に外部からアクセスできる場合を想定
する。この場合、アドレス帳にＳＭＢのパス「¥¥168.0.0.1¥share」を登録する代わりに
、ループバックアドレスとして「¥¥localhost¥share」や「¥¥127.0.0.1¥share」が指定可
能となる。しかし画像形成装置のアドレス帳に、その画像形成装置自身のループバックア
ドレス（「localhost」や「127.0.0.1」や「::1」）を登録する場合、以下の様な課題が
生ずる。
【０００７】
　画像形成装置（サーバ機）内で保有するアドレス帳を外部の画像形成装置（クライアン
ト機）から登録する場合、サーバ機のアドレス帳にループバックアドレスである宛先を登
録することが考えられる。この場合、登録しようとする宛先が、サーバ機のアドレスを意
図しているのか、クライアント機の宛先を意図しているのか不明であるという課題がある
。その結果、クライアントがサーバ機のアドレス帳にループバックアドレスを登録しよう
としたにも拘わらず、そのループバックアドレスが別の画像形成装置のアドレスであるた
め、その別の装置に転送されてしまう可能性もある。
【０００８】
　上述した特許文献１に記載の技術では、アドレス帳をサーバ機から全ての画像形成装置
に配布するに際して、全ての画像形成装置に配布すべきアドレスと、個別に配布すべきア
ドレスとを区別してアドレス帳を配布することは可能である。しかしながら、ループバッ
クアドレスで指定された宛先が、サーバ機を指しているのか、特定のクライアント機を指
しているのか、もしくは送信／転送処理時の操作元の画像形成装置を指しているのかを区
別することができなかった。
【０００９】
　本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものである。
【００１０】
　本発明の目的は、外部機器に公開されているアドレス帳にループバックアドレスで指定
された宛先を登録する際に適切な方法で処理することができるようにする技術を提供する
ことにある。また本発明のその他の目的は、ループバックアドレスを含むアドレス帳を外
部機器が参照して利用する際に適切な方法で処理することができるようにする技術を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る情報処理装置は以下のような構成を備
える。即ち、
　アドレス帳記憶部に格納するアドレス帳をネットワークを介して外部機器に公開する公
開手段と、
　前記アドレス帳に宛先情報を登録するための登録要求を受け付ける受付手段と、
　前記登録要求に含まれる宛先情報がループバックアドレスを含む場合に、当該ループバ
ックアドレスを含む宛先情報を登録することを制限する制御手段と、を有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アドレス帳をネットワークを介して外部機器から登録または参照可能
にした情報処理装置において、そのアドレス帳に宛先としてループバックアドレスが指定
された場合の処理方法を設定することが可能となる。それにより、ループバックアドレス
の意図した宛先が、どの装置を指しているのかを区別できるようになる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置を含むシステムの全体構成図。
【図２】本実施形態に係る画像形成装置の主要な構成を説明するブロック図。
【図３】画像形成装置１０１のＭＦＰ制御部の構成を示すソフトブロック図。
【図４】画像形成装置１０２のＭＦＰ制御部の構成を示すソフトブロック図。
【図５】本実施形態に係るループバックアドレス設定画面の一例を示す図。
【図６】ファイル送信先設定画面の一例を示す図。
【図７】ループバックアドレス確認画面の一例を示す図。
【図８】画像形成装置１０１における宛先の登録処理を説明するフローチャート。
【図９】画像形成装置１０１における宛先の参照処理を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。本実施形態では、
本発明の代表的な実施形態における画像形成処理システムの一例を説明する。また本実施
形態では、情報処理装置の一例としてＭＦＰ等の画像形成装置を例に説明するが、本発明
の情報処理装置は、このような画像形成装置に限定されるものでない。例えば、ＰＣ等の
情報処理装置や、通信装置等であってもよい。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置を含むシステムの全体構成図である。
【００１６】
　図１においては、サーバとして機能する画像形成装置１０１、クライアントとして機能
する複数の画像形成装置１０２及びＰＣ１０３がネットワーク１００を介して接続されて
いる。尚、ここで、これら画像形成装置及びＰＣの数は、この図１の構成に限定されるも
のではない。また、画像形成装置１０２はそれぞれ同様な構成を有している。画像形成装
置１０１及び画像形成装置１０２は、ネットワーク１００と接続して、ネットワーク１０
０との間で各種データのやり取りを行うネットワークインターフェースを有している。こ
れら画像形成装置１０１、１０２は、ＭＦＰ（Multi Function Peripheral：マルチファ
ンクション周辺機器）に代表される画像形成装置である。これら画像形成装置は、ネット
ワーク１００を介して、内蔵している記憶部に格納されたアドレス帳や画像ファイルに外
部からアクセス可能に構成されている。
【００１７】
　ＰＣ１０３は、ネットワーク１００と接続して、ネットワーク１００との間で各種デー
タのやり取りを行うネットワークインターフェースを有し、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｈ
ＤＤ等を具備する一般的な情報処理装置（ＰＣ）である。このＰＣ１０３は、ネットワー
ク１００を介してサーバ上のファイルやフォルダを閲覧する一般的な閲覧プログラムや、
電子メールを送受信する一般的なメールアプリケーションを有している。ＰＣ１０３は、
操作者の操作により、ネットワーク１００を介して画像形成装置１０１や画像形成装置１
０２に対するプリント依頼や、画像形成装置１０１や画像形成装置１０２からの送信デー
タを受け取りが可能である。またＰＣ１０３は、操作者の操作により、画像形成装置１０
１や画像形成装置１０２に対する各種設定を行うことができる。
【００１８】
　ネットワーク１００は、本実施形態ではＬＡＮ（Local Area Network）を例に説明する
が、インターネット等の他のネットワークシステムであってもかまわない。
【００１９】
　図２は、本実施形態に係る画像形成装置１０１及び画像形成装置１０２の内部の主要な
構成を説明するブロック図である。
【００２０】
　画像形成装置１０１及び画像形成装置１０２は、スキャン、プリント、コピー、送受信
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、ボックスなど様々な機能を有する画像形成装置（ＭＦＰ）である。画像形成装置１０１
及び画像形成装置１０２は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０２、外部インターフェース２０３
、記憶部２０４、スキャナ部２０５、プリンタ部２０６、操作部２０７などを具備してい
る。ＣＰＵ２０１は、画像形成装置全体の動作を制御し、メモリ２０２や記憶部２０４に
格納されているプログラムを読み出して実行して各部に指示することにより、スキャン、
プリント、送受信などの動作を実現する。メモリ２０２は、ＣＰＵ２０１が実行する各種
プログラムを記憶するＲＯＭや、制御などに必要なデータを一時的に格納するＲＡＭ等を
有している。各種プログラムは、操作制御部３０１、アドレス帳処理部３０２、ループバ
ックアドレス処理部３０３、送信制御部３０４、受信転送制御部３０５、ファイルサーバ
制御部３０６、アドレス帳公開部３１０、外部アドレス帳参照部４１０（図３，４）を含
む。外部インターフェース２０３は、ネットワーク１００等を介して他の画像形成装置や
ＰＣ１０３などとの間で情報をやりとりする。記憶部２０４は、ハードディスクなどの不
揮発性のメモリで構成され、各処理で生成された画像ファイルなどを格納し、また各処理
で用いる制御情報や設定情報を格納する。また記憶部２０４は、後述するアドレス帳記憶
部３０７、送信設定記憶部３０８、画像ファイル記憶部３０９等を備える。この記憶部２
０４に対してデータの読み書きを行う場合は、メモリ２０２を介して行われる。尚、メモ
リ２０２のＲＯＭの代わりに各種プログラムを記憶部２０４に記憶しても良い。その場合
には、記憶部２０４にインストールされたプログラムは、実行時にメモリ２０２のＲＡＭ
にロードされて実行される。
【００２１】
　スキャナ部２０５は、原稿台に置かれた原稿に対して、照明を当てて原稿画像を光学的
に読み取り、その像を電気信号に変換して画像データを作成する。プリンタ部２０６は、
本実施形態では、レーザ露光部、作像部、定着部、給紙／搬送部が連携することにより画
像データを記録紙上に形成する。しかしプリンタ部２０６はこれに限定されるものでなく
、例えばインクジェットプリンタや他の方式のプリンタであってもよい。操作部２０７は
、ユーザにより操作されて各種動作指示等を入力するのに使用されるタッチパネルや各種
キー及び表示部などを有する。内部バス２０８は、それぞれ各部を接続するものであり、
この内部バス２０８を介して画像データの転送や各部に対する指示や設定値などの送受信
が行われる。
【００２２】
　図３は、本実施形態に係るサーバとして機能する画像処理装置１０１のＭＦＰ制御部の
構成を示すソフトブロック図である。このＭＦＰ制御部３００は、アドレス帳記憶部３０
７に格納するアドレス帳をネットワークを介して外部機器から参照可能となるように公開
するアドレス帳公開機能を有している。
【００２３】
　図３において、３０１～３０６及び３１０は、ＭＦＰ制御部３００を構成する処理モジ
ュールである。これらの処理モジュールは、ＣＰＵ２０１により実行されるアプリケーシ
ョンプログラム、又はプログラムの一部として動作するモジュールである。また記憶部２
０４と、記憶部２０４に備わる３０７～３０９は、このＭＦＰ制御部３００が具備するプ
ログラムや各種データを記憶する情報格納部である。また記憶部２０４と、記憶部２０４
に備わる３０７～３０９に格納された情報へは、特定のキー操作や条件に従ってアクセス
可能に構成されている。尚、図３における矢印は、主なデータや処理の流れを示している
。以下、各処理モジュールを説明する。
【００２４】
　操作制御部３０１は、ＣＰＵ２０１の指示に従って動作し、画像形成装置１０１のタッ
チパネル部やキー入力部を有する操作部２０７を制御する。即ち、ユーザが操作部２０７
を操作することにより発行された情報が操作制御部３０１を介して各部に伝えられ、これ
に従って画像形成装置１０１が稼動する。アドレス帳処理部３０２は、ＣＰＵ２０１の指
示に従って動作する。即ち、操作制御部３０１からの要求や、外部インターフェース２０
３からネットワーク１００を介して入力された画像形成装置１０２やＰＣ１０３からの要
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求に従って、アドレス帳記憶部３０７に格納したアドレス帳に新規に宛先を登録する。ま
たアドレス帳に登録された宛先を参照したりする処理を行う。その他にも、アドレス帳記
憶部３０７に格納したアドレス帳の宛先を更新したり、削除したりする処理も可能である
。
【００２５】
　ループバックアドレス処理部３０３は、ＣＰＵ２０１からの指示に従って動作する。ア
ドレス帳処理部３０２が登録しようとする新規の宛先にループバックアドレスが含まれて
いた場合、アドレス帳処理部３０２がループバックアドレス処理部３０３へ指示する。こ
れによりループバックアドレス処理部３０３は、ループバックアドレスをアドレス帳記憶
部３０７のアドレス帳に登録することを許可または禁止する。またループバックアドレス
を特定の装置固有のアドレスに変換する設定や、アドレス帳への登録を許可されたループ
バックアドレスを外部装置から参照することを禁止する処理を行う。これらの説明は詳し
く後述する。
【００２６】
　送信制御部３０４は、ＣＰＵ２０１からの指示に従って動作する。送信制御部３０４は
、操作制御部３０１からの要求や、予め送信設定記憶部３０８に設定された指示に従い、
アドレス帳記憶部３０７に格納されたアドレス帳から選択された宛先に対して、画像ファ
イル記憶部３０９に格納された画像ファイルを送信する。
【００２７】
　受信転送制御部３０５は、ＣＰＵ２０１からの指示に従って動作する。受信転送制御部
３０５は、操作制御部３０１からの要求に従い、外部インターフェース２０３を介して画
像データを受信した際の動作方法（印刷、保存、転送など）を規定し、送信設定記憶部３
０８に格納する。受信転送制御部３０５は、ネットワーク１００を介して画像データを受
信した際、送信設定記憶部３０８に設定した転送条件に合致した場合、アドレス帳記憶部
３０７を参照して転送先の宛先を求める。そして、画像ファイル記憶部３０９より取得し
た、送信用に変換された画像ファイルを、その宛先に転送する。
【００２８】
　ファイルサーバ制御部３０６は、外部の画像形成装置１０２やＰＣ１０３が、ネットワ
ーク１００を介して画像ファイル記憶部３０９に格納している画像ファイルへアクセスで
きるファイルサーバ機能を提供する。ファイルサーバ制御部３０６は、ＣＰＵ２０１から
の指示に従って動作し、ＳＭＢ、ＷｅｂＤＡＶ、ＦＴＰ等のプロトコルに対応し、対応す
るプロトコルに応じたデータ制御を行う。ファイルサーバ制御部３０６の制御により、画
像形成装置１０２やＰＣ１０３が、外部インターフェース２０３を介して記憶部２０４の
画像ファイル記憶部３０９で管理している画像ファイルやフォルダの読み取り／書き込み
を実行可能にしている。また、このファイルサーバ制御部３０６の制御により、画像形成
装置１０１や画像形成装置１０２の送信制御部３０４や受信転送制御部３０５から送信さ
れた画像ファイルを画像ファイル記憶部３０９に格納することができる。
【００２９】
　アドレス帳公開部３１０は、ＣＰＵ２０１からの指示に従って動作する。アドレス帳公
開部３１０は、画像形成装置１０１の記憶部２０４のアドレス帳記憶部３０７に格納され
ているアドレス帳にアドレス帳処理部３０２を介してアクセスし、外部インターフェース
２０３を介して外部に公開する。画像形成装置１０１によって公開されたアドレス帳に登
録された宛先は、画像形成装置１０２やＰＣ１０３から参照される。特に画像形成装置１
０２では、その参照した宛先を指定して画像ファイル等を送信することが可能となる。こ
のように画像形成装置１０１と画像形成装置１０２とが連携することにより、画像形成装
置１０１のアドレス帳記憶部３０７に格納されたアドレス帳を、画像形成装置１０１と画
像形成装置１０２で共有して利用できるようになる。そのため、サーバして機能する１台
の画像形成装置でアドレス帳を格納しておけば、外部の画像形成装置でアドレス帳を格納
する必要がなくなる。
【００３０】
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　更にアドレス帳公開部３１０は、アドレス帳を外部の装置に公開するか否かの設定（外
部公開設定）を保持している。もし外部公開設定が有効である場合には画像形成装置１０
２やＰＣ１０３などの外部の装置からアドレス帳に登録された宛先を参照することを可能
とする。更に、外部公開設定が有効である場合には、外部の装置からアドレス帳記憶部３
０７に格納されているアドレス帳に新規に宛先を登録することもできる。一方、もし外部
公開設定が無効である場合には、外部の装置からアドレス帳に登録された宛先を参照する
こともできないし、そのアドレス帳に新規に宛先を登録することもできない。外部公開設
定は管理者により画像形成装置１０１の操作部２０７を介して予め設定される。
【００３１】
　アドレス帳記憶部３０７は、記憶部２０４でアドレス帳を格納している。アドレス帳記
憶部３０７に格納するアドレス帳は、宛先名称、送信方法、送信プロトコル、ホスト名、
フォルダパス、ユーザ名、パスワード等の情報を含む。このアドレス帳は、送信制御部３
０４の送信処理時や、受信転送制御部３０５による受信及び転送処理時の宛先を取得する
のに利用される。またアドレス帳は、アドレス帳処理部３０２によりアドレス帳記憶部３
０７に登録される。またアドレス帳記憶部３０７には、アドレス帳の宛先情報にループバ
ックアドレスが含まれていた際の処理方法を規定するループバックアドレス処理方法も登
録されている。
【００３２】
　送信設定記憶部３０８は、記憶部２０４で送信設定情報や受信転送設定情報等を格納し
ている。送信設定記憶部３０８に備わる送信設定情報や受信転送設定情報は、送信の宛先
、送信時間、送信ファイルの設定情報などの情報を含む。これら送信設定情報や受信転送
設定情報は、送信制御部３０４の送信処理時や、受信転送制御部３０５による受信及び転
送処理時に参照されて利用される。
【００３３】
　画像ファイル記憶部３０９は、記憶部２０４において、画像データを格納している画像
ファイルと、その画像ファイルに係る管理情報を格納する。画像ファイル記憶部３０９は
操作制御部３０１からの指示によりスキャナ部２０５でスキャンされた画像データを変換
した画像データや、受信転送制御部３０５が受信した画像データを格納する。また操作制
御部３０１からの指示により、画像ファイル記憶部３０９に格納された画像ファイルをプ
リンタ部２０６に出力して印刷することもできる。また、ファイルサーバ制御部３０６の
制御により、ネットワーク１００経由で画像ファイル記憶部３０９に格納された画像ファ
イルの参照や登録を可能にしている。
【００３４】
　図４は、本実施形態に係る画像処理装置１０２のＭＦＰ制御部４００の構成を示すソフ
トブロック図である。画像形成装置１０２の特徴は、画像形成装置１０１（アドレス帳公
開部３１０）と通信し、画像形成装置１０１のアドレス帳に登録された宛先を参照するこ
とができる点である。尚、図４において前述の図３と共通する部分は同じ記号で示し、そ
れらの説明を省略する。
【００３５】
　尚、このＭＦＰ制御部４００を構成する処理モジュールは、ＣＰＵ２０１で使用される
アプリケーションプログラム、又はプログラムの一部として動作するモジュールである。
また記憶部２０４と、記憶部２０４に備わる３０７～３０９は、このＭＦＰ制御部４００
が具備するプログラムや各種データを記憶する情報格納部である。また記憶部２０４と、
記憶部２０４に備わる３０７～３０９に格納された情報へは、特定のキーの操作や条件に
よりアクセスできる。図４における矢印は、主なデータや処理の流れを示している。
【００３６】
　外部アドレス帳参照部４１０は、ＣＰＵ２０１からの指示に従って動作する。外部アド
レス帳参照部４１０は、操作制御部３０１からの指示により、外部インターフェース２０
３、ネットワーク１００を介して、画像形成装置１０１のアドレス帳公開部３１０に対し
てアドレス帳に登録されている宛先を参照することを要求する。また画像形成装置１０１
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のアドレス帳に新規に宛先を登録することを要求する。また、外部アドレス帳参照部４１
０は、画像形成装置１０１のアドレス帳公開部３１０から配布されたアドレス帳に登録さ
れている宛先を受信し、画像形成装置１０２のアドレス帳処理部３０２を介して画像形成
装置１０２のアドレス帳記憶部３０７に格納できる。このように画像形成装置１０１のア
ドレス帳公開部３１０と、画像形成装置１０２の外部アドレス帳参照部４１０が連携する
ことにより、画像形成装置１０１のアドレス帳記憶部３０７に格納されたアドレス帳を、
画像形成装置１０２が利用できるようになる。
【００３７】
　図５は、本実施形態に係る画像形成装置１０１の操作部２０７に表示される、ループバ
ックアドレスの処理方法を既定するためのルーバックアドレス設定画面の一例を示す図で
ある。
【００３８】
　このループバックアドレス設定画面に表示され設定される情報は、アドレス帳処理部３
０２が管理する記憶部２０４のアドレス帳記憶部３０７に格納される。このループバック
アドレス設定画面は、画像形成装置１０１の管理者が、宛先としてループバックアドレス
が指定された場合の振る舞いを、予め規定するための設定画面である。
【００３９】
　ラジオボタン５０１は、ループバックアドレスを登録することを禁止する場合に、管理
者により選択（チェック）される。このラジオボタン５０１がチェックされた場合には、
アドレス帳記憶部３０７に格納されるアドレス帳に新規に宛先を登録することが一律に禁
止される。本実施形態でラジオボタン５０１がチェックされた場合には、外部の装置（画
像形成装置１０２やＰＣ１０３）または自装置（画像形成装置１０１）からループバック
アドレスの登録の要求を受信した場合、要求元にエラーを通知する。そしてアドレス帳記
憶部３０７にそもそもループバックアドレスを含む宛先を記憶することを禁止する。
【００４０】
　ラジオボタン５０２は、画像形成装置１０１のアドレス帳にループバックアドレスを登
録することは許可し、登録されたループバックアドレスを画像形成装置１０２等の外部装
置から参照して使用することは禁止する場合に管理者により選択（チェック）される。こ
のラジオボタン５０２がチェックされた場合は、ラジオボタン５０１がチェックされた場
合とは異なり、画像形成装置１０１のアドレス帳にループバックアドレスを登録すること
を許可する。しかし、画像形成装置１０２が、アドレス帳公開部３１０を介して画像形成
装置１０１のアドレス帳に登録されたループバックアドレスを参照する要求があった場合
に、そのループバックアドレスを参照することが禁止される。なお、画像形成装置１０１
自身がアドレス帳記憶部３０７に格納されたアドレス帳に登録されているループバックア
ドレスを参照して使用することは許可される。
【００４１】
　ラジオボタン５０３は、画像形成装置１０１のアドレス帳にループバックアドレスを登
録する要求があった場合、特定機器に固有のアドレス（宛先）に変換して登録する場合に
管理者により選択（チェック）される。ラジオボタン５０３がチェックされた場合は、ル
ープバックアドレス（例えば「127.0.0.1」）の登録要求を受け付けると、そのループバ
ックアドレスを特定機器のＩＰアドレスに変換してアドレス帳に登録する。このラジオボ
タン５０３が選択（チェック）されると、更にラジオボタン５０３１，５０３２，５０３
３のいずれかが選択可能となる。
【００４２】
　ラジオボタン５０３１が選択（チェック）されると、ループバックアドレスが指定する
宛先として、ループバックアドレス（例えば「127.0.0.1」）がそのまま登録される。こ
の結果、アドレス帳に登録されたループバックアドレスを参照し、ループバックアドレス
を利用して画像ファイルを送信／転送する処理をした時には、送信処理を行う機器に対し
てループバックして送信される。つまり、送信処理を行う装置が画像形成装置１０２（外
部アドレス帳参照部４１０）である場合には、画像ファイルは画像形成装置１０２へ送信
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されることになる。送信処理を行う装置が画像形成装置１０１である場合には、画像ファ
イルは画像形成装置１０１へ送信されることになる。
【００４３】
　このようにラジオボタン５０３１がチェックされた場合には、画像ファイルの送信処理
を行う送信処理を行う機器に依存して宛先が異なる事態が発生する。そのため、ループバ
ックアドレスの知識に乏しいユーザが混乱する可能性がある。本実施形態では、このよう
な事態が発生することを宛先の登録要求を指示したユーザに警告するため、ラジオボタン
５０３１がチェックされた場合には、ループバックアドレスの登録時に警告画面を表示す
るようにしている。例えば、「ループバックアドレスをアドレス帳に登録すると、外部の
装置から参照された時に意図しない宛先へファイルが送信されてしまう可能性があります
」等のメッセージが表示された警告画面を表示する。
【００４４】
　ラジオボタン５０３２が選択（チェック）されると、ループバックアドレスは、そのア
ドレス帳を格納している画像形成装置１０１のＩＰアドレス（「168.0.0.1」）に変換さ
れて登録される。その結果、画像形成装置１０１のアドレス帳に登録されたこのＩＰアド
レスを参照して使用した送信／転送処理は、画像形成装置１０１に対して行われることに
なる。このようにラジオボタン５０３２がチェックされた場合には、ループバックアドレ
スから画像形成装置１０１の固有の宛先に変換されてアドレス帳に登録される。アドレス
帳に登録されているこの宛先を参照して画像ファイルの送信処理を行う際には、送信処理
を行う機器に依らず常に画像形成装置１０１へ画像ファイルが送信されることになる。
【００４５】
　しかしながら、ループバックアドレスをどんな状況でも一律に画像形成装置１０１の固
有の宛先に変換してしまうと以下のような課題が生じる。例えば、アドレス帳が実際にど
の装置に格納されているのかを意識していないユーザがループバックアドレスの登録要求
を行った場合に混乱を招く可能性がある。いま画像形成装置１０２の前で操作するユーザ
が、画像形成装置１０１のアドレス帳に、ループバックアドレスを登録することを指示し
たとする。このときラジオボタン５０３２がチェックされている場合は、ループバックア
ドレスは画像形成装置１０１の宛先に変換されて登録される。このような場合は、アドレ
ス帳がリモートの装置（操作している装置１０２とは異なる装置、即ち、画像形成装置１
０１）に格納されていることを知らずに操作したユーザは、混乱してしまう可能性がある
。また画像形成装置１０２のユーザが、アドレス帳に登録された宛先を参照して画像形成
装置１０１から画像ファイルを送信する場合を考える。この場合、ユーザは画像形成装置
１０２に画像ファイルを送信することを意図して送信指示したにも関わらず、画像形成装
置１０１に画像ファイルが送信されてしまうような事態が起こりうる。このような場合を
考慮して、本実施形態では、ラジオボタン５０３２がチェックされた場合には、登録を指
示したユーザに対して上述のような事態が起こる可能性があることを警告するための警告
画面を表示するようにしている。
【００４６】
　更に、ラジオボタン５０３２がチェックされ、送信処理を行う機器に依らず常に画像形
成装置１０１の固有の宛先が登録されると、ループバックアドレスの知識に習熟したユー
ザが混乱する可能性がある。例えば、ループバックアドレスの登録を指示したユーザがア
ドレス帳に登録する送信宛先として意図しているものが、画像形成装置１０１の固有の宛
先でもなく、画像形成装置１０２の固有の宛先でもない場合がある。例えば、ユーザが、
ループバックアドレス本来の用途、即ち、アドレス帳に登録されている宛先の参照時に操
作している装置に依存して画像ファイルの送信宛先を変更してアドレス帳を利用したいと
考えていることもあり得る。このような事態を考慮して、本実施形態では、ラジオボタン
５０３２がチェックされた場合には、ループバックアドレスを画像形成装置１０１固有の
宛先に変換してアドレス帳に登録することを通知するメッセージを表示している。
【００４７】
　ラジオボタン５０３３が選択（チェック）されると、ループバックアドレスは、画像形
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成装置１０１のアドレス帳に宛先を登録することを要求している（要求元の）画像形成装
置のＩＰアドレスに変換されて登録される。いま画像形成装置１０１のアドレス帳に宛先
を登録する要求が自装置から（画像形成装置１０１の操作部２０７）されているとする。
この場合、ループバックアドレスは、画像形成装置１０１のＩＰアドレス（「168.0.0.1
」）に変換されて登録される。その結果、このＩＰアドレスを利用した送信／転送処理は
、常に画像形成装置１０１に対してなされることになる。
【００４８】
　一方、画像形成装置１０１のアドレス帳に宛先を登録する要求が画像形成装置１０２の
操作部２０７からされているとする。この場合は、ループバックアドレスは、画像形成装
置１０２のＩＰアドレス（「168.0.0.2」）に変換されて登録される。その結果、このＩ
Ｐアドレスを利用した送信／転送処理は、画像形成装置１０２に対してなされることにな
る。
【００４９】
　このようにラジオボタン５０３３がチェックされた場合には、ループバックアドレスか
ら登録要求元の装置固有の宛先に変換されてアドレス帳に登録される。これにより、登録
されている宛先を使用して画像ファイルの送信処理を行う際には、常に宛先の登録要求元
の装置へ画像ファイルが送信されることになる。
【００５０】
　しかしながら、ループバックアドレスをどんな状況でも一律に登録要求元の装置固有の
宛先に変換してしまうと、上述のようにループバックアドレスの知識に習熟したユーザが
混乱する可能性がある。そのため本実施形態では、ループバックアドレスを自動的に登録
要求元の装置固有の宛先に変換することを通知するメッセージを表示する。
【００５１】
　ラジオボタン５０４が選択（チェック）された場合は、ループバックアドレスの登録時
に操作者（宛先を新規に登録することを指示したユーザ）に確認することを意味する。こ
の場合、操作者がアドレスを登録することを指示した際、ループバックアドレス（例えば
「127.0.0.1」）が操作部２０７を介して指定すると、図７に示すループバックアドレス
確認画面を操作部２０７に表示する。このとき、ループバックアドレス確認画面を表示す
るとともに、ループバックアドレスをアドレス帳記憶部３０７に格納されているアドレス
帳に登録したら問題が起こり得ることをユーザに警告するメッセージも表示する。例えば
、「ループバックアドレスをアドレス帳に登録すると、外部の装置から参照された時に意
図しない宛先へファイルが送信されてしまう可能性があります」等のメッセージを表示す
る。
【００５２】
　これにより、ループバックアドレスの登録要求に対して行われるべき処理方法の確認が
行われる。図７に関する説明は詳しく後述するが、図７のラジオボタン７０１～７０３の
いずれかで操作者に指定されたアドレスがアドレス帳記憶部３０７に新規に登録される。
このとき確認画面を表示するとともに、警告画面（ループバックアドレスを画像形成装置
１０１のアドレス帳に登録した場合にどのような問題が起こるかをユーザに警告する画面
）を表示してもよい。
【００５３】
　図５のループバックアドレス設定画面を使用して設定が完了した後、ＯＫボタン５１０
が押下されると、画像形成装置１０１のループバックアドレス処理部３０３は、その設定
されたループバックアドレスの処理方法をアドレス帳記憶部３０７に登録する。
【００５４】
　図６は、画像形成装置１０１或いは１０２の操作部２０７に表示される、アドレス帳へ
宛先を登録するための宛先登録画面の一例を示す図である。
【００５５】
　この宛先登録画面で表示、設定される情報は、アドレス帳処理部３０２が管理する記憶
部２０４のアドレス帳記憶部３０７に格納される。このファイル送信先設定画面は、画像
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形成装置１０１或いは１０２を使用する操作者が、アドレス帳にファイル送信先の宛先を
登録するための設定画面である。ここでは、操作者が画像形成装置１０２の操作部２０７
に表示される宛先登録画面を操作して、画像形成装置１０１のアドレス帳に新規に宛先を
登録する場合を例に説明する。
【００５６】
　「名称」６０１は、新規に登録する宛先を登録する際に設定する宛先の名称である。「
プロトコル」６０２は、ファイル送信に用いるプロトコルを、例えばＳＭＢやＷｅｂＤＡ
ＶやＦＴＰなどから選択して設定する。図６では「ＳＭＢ」が設定されている。「ホスト
名」６０３は、ファイル送信する先のＩＰアドレスやサーバ名を設定する。この「ホスト
名」６０３には、IPv4やIPv6のＩＰアドレスやサーバ名やFQDNなど、ネットワーク上の特
定の機器を識別する文字列を設定する。この「ホスト名」６０３には、ループバックアド
レスも指定できる。図６では、ループバックアドレス（¥¥localhost）が設定された例を
示している。「フォルダパス」６０４は、ファイル送信する先のサーバの共有フォルダの
パスを指定する。画像形成装置１０１や画像形成装置１０２では、ファイルサーバ制御部
３０６が制御することにより、ファイルサーバとして公開する画像ファイル記憶部３０９
のフォルダパスを指定できる。「ユーザ名」６０５と「パスワード」６０６は、「ホスト
名」６０３、「フォルダパス」６０４で指定されたパスにアクセスする際のユーザの認証
に用いる「ユーザアカウント」と「パスワード」の情報をそれぞれ設定する。
【００５７】
　この宛先登録画面を使用して設定が完了した後、画像形成装置１０２で管理者が登録ボ
タン６１０を押下する場合を考える。この場合は、画像形成装置１０２の外部アドレス帳
参照部４１０、アドレス帳公開部３１０を介して、アドレス帳処理部３０２によって画像
形成装置１０１のアドレス帳記憶部３０７に宛先が登録される。その際、「ホスト名」６
０３にループバックアドレスが設定されていると、画像形成装置１０１のループバックア
ドレス処理部３０３がループバックアドレスを識別し、アドレス帳記憶部３０７に記録さ
れているループバックアドレスの処理方法を取得する。このループバックアドレスの処理
方法は、図５のループバックアドレス設定画面を使用して管理者により設定されている。
【００５８】
　ループバックアドレス処理部３０３は、まず宛先登録の要求元が画像形成装置１０２で
あることを認識する。続けてループバックアドレス処理部３０３は、ループバックアドレ
スの処理方法として「ループバックアドレス登録禁止」が設定されているかを判定する。
これは図５のラジオボタン５０１の設定に対応している。この設定がされていると、ルー
プバックアドレスは登録不可である旨のエラー情報をアドレス帳処理部３０２に返す。こ
うしてアドレス帳公開部３１０と外部アドレス帳参照部４１０を介して画像形成装置１０
２の操作部２０７にエラーが表示される。
【００５９】
　またループバックアドレス処理部３０３は、ループバックアドレスの処理方法として「
ループバックアドレスは外部から使用／配信を禁止」が設定されているかを判定する。こ
れは図５のラジオボタン５０２の設定に対応している。この設定がされていると、ループ
バックアドレスの登録は許可する。但し、画像形成装置１０２やＰＣなどの外部の装置か
ら登録されたループバックアドレスを参照する要求があった場合には、ループバックアド
レスの参照を禁止することにより、外部の装置でループアドレスを使用することを禁止す
る。
【００６０】
　またループバックアドレス処理部３０３は、ループバックアドレスの処理方法として「
ループバックアドレス特定アドレス変換設定」が設定されているかを判定する。これは図
５のラジオボタン５０３に対応している。これが選択されている場合は、先に管理者によ
り選択されたラジオボタン５０３２，５０３３の選択に従って、ループバックアドレスを
特定機器固有のアドレスに変換して登録する。ラジオボタン５０３１が選択されている場
合には、特定のアドレスに変換することなくループバックアドレスをアドレス帳に登録す
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る。
【００６１】
　またループバックアドレス処理部３０３は、ループバックアドレスの処理方法として「
ループバックアドレス登録時宛先確認」が設定されているかどうかを判定する。これは図
５のラジオボタン５０４に対応している。これが設定されていた場合は、ループバックア
ドレスの登録要求に対してどのように登録するかを、宛先の登録を指示した操作者に確認
する旨の指示をアドレス帳処理部３０２に返す。これにより、アドレス帳公開部３１０と
外部アドレス帳参照部４１０を介して画像形成装置１０２の操作部２０７に、図７に例示
するループバックアドレス確認画面が表示される。このときループバックアドレス確認画
面を表示するとともに、警告画面（ループバックアドレスを画像形成装置１０１のアドレ
ス帳に登録した場合にどのような問題が起こるかをユーザに警告する画面）を表示しても
よい。例えば、「ループバックアドレスをアドレス帳に登録すると、外部の装置から参照
された時に意図しない宛先へファイルが送信されてしまう可能性があります」等のメッセ
ージを表示する。
【００６２】
　図７は、画像形成装置１０１もしくは１０２の操作部２０７に表示されるファイル送信
先設定画面（図６）のホスト名にループバックアドレスが指定された際に、操作者にルー
プバックアドレスの確認を行うループバックアドレス確認画面の一例を示す図である。こ
の画面は、図５のラジオボタン５０４「ループバックアドレス登録時に確認」が選択（チ
ェック）されていて、図６の登録画面でループバックアドレスを含む宛先を画像形成装置
１０１のアドレス帳に登録することを要求した場合に表示される。このループバックアド
レス確認画面を使用して設定される情報は、記憶部２０４のアドレス帳記憶部３０７に格
納される。
【００６３】
　ここでは、操作者が画像形成装置１０２を操作して、画像形成装置１０２の操作部２０
７に表示されるファイル送信先設定画面（図６）の「ホスト名」６０３にループバックア
ドレスを指定して、画像形成装置１０１のアドレス帳に登録する場合を例に説明する。
【００６４】
　ラジオボタン７０１が選択されると、常に送信元機器のＩＰアドレスを指定する。よっ
て、この場合は、アドレス帳の宛先にはループバックアドレス（例えば「127.0.0.1」）
がそのまま登録される。その結果、このアドレスを利用した画像ファイルの送信／転送処
理時には、送信処理を行う機器自身に対して画像ファイルが送信される。
【００６５】
　ラジオボタン７０２が選択されると、アドレス帳を保有している機器のＩＰアドレスが
指定される。即ち、ループバックアドレスは、そのアドレス帳を格納している画像形成装
置１０１のＩＰアドレス（「168.0.0.1」）に変換されて登録される。その結果、このア
ドレスを利用した送信／転送処理は、画像形成装置１０１へ画像ファイルが送信されるこ
とになる。
【００６６】
　ラジオボタン７０３が選択されると、操作中の機器のＩＰアドレスが指定される。即ち
、ループバックアドレスは、アドレス帳を操作している画像形成装置のアドレスに変換さ
れて登録される。上述したように、画像形成装置１０１のアドレス帳が画像形成装置１０
２の操作部２０７を介して操作されている場合は、ループバックアドレスは、画像形成装
置１０２のＩＰアドレス（「168.0.0.2」）で登録される。その結果、このアドレスを利
用した送信／転送処理は、画像形成装置１０２へ画像ファイルが送信されることになる。
【００６７】
　こうして、この宛先登録画面の設定が完了した後、操作者がＯＫボタン７１０を押下す
る。これにより、画像形成装置１０２の外部アドレス帳参照部４１０から、画像形成装置
１０１のアドレス帳記憶部３０７に、指定されたアドレスが登録されることになる。
【００６８】
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　尚、図７のループバックアドレス確認画面で、ループバックアドレスの変換を行わずに
宛先のアドレスを再入力する場合は、操作者はキャンセルボタン７１１を押下する。これ
により、画像形成装置１０２の操作部２０７に、図６に示すファイル送信先設定画面が再
び表示される。この状態で、「ホスト名」６０３に、アドレスの再入力が可能となる。
【００６９】
　次に図８のフローチャートを参照して、操作者が画像形成装置１０２を操作して画像形
成装置１０１のアドレス帳にループバックアドレスを含む宛先を登録する際の一連の処理
フローを説明する。
【００７０】
　図８は、画像形成装置１０１において宛先をアドレス帳に登録する処理を説明するフロ
ーチャートである。この処理を実行するプログラムは画像形成装置１０１のメモリ２０２
或いは記憶部２０４に記憶されており、実行時にメモリ２０２のＲＡＭに展開され、画像
形成装置１０１のＣＰＵ２０１の制御の下に実行される。
【００７１】
　具体的には、画像形成装置１０２よりアドレス帳に宛先を登録する要求を受けた場合の
画像形成装置１０１による登録処理を説明する。
【００７２】
　Ｓ１１では、アドレス帳処理部３０２は、外部インターフェース２０３からネットワー
ク１００を介して入力された画像形成装置１０２から、アドレス帳記憶部３０７に宛先を
新規に登録する要求を受け付ける。受け付けた要求には、アドレス帳記憶部３０７が記憶
するアドレス帳に登録するための情報（宛先名称、送信方法、送信プロトコル、ホスト名
、フォルダパス、ユーザ名、パスワード等）が含まれている。これらのデータは、画像形
成装置１０２の操作部２０７のタッチパネル部やキー入力部を介して入力されたものであ
る。
【００７３】
　Ｓ１２では、アドレス帳処理部３０２は、Ｓ１１で受け付けた要求に含まれる宛先に、
ループバックアドレスが含まれるか否かを判定する。具体的には、宛先がＩＰｖ４アドレ
スで記述されている場合には、宛先に「１２７．０．０．１」が指定されていればループ
バックアドレスが含まれていると判定する。宛先がＩＰｖ６アドレスで記述されている場
合には、宛先に「：：１」が指定されていればループバックアドレスが含まれていると判
定する。宛先がホスト名として記述されている場合には、宛先に「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」
が指定されていればループバックアドレスが含まれていると判定する。ループバックアド
レスが含まれていると判定した場合（Ｓ１２でＹＥＳ）Ｓ１３へ進む。
【００７４】
　Ｓ１３では、アドレス帳処理部３０２は、アドレス帳記憶部３０７に記憶しているアド
レス帳をアドレス帳公開部３１０が外部の装置に公開しているか否か（外部公開設定が有
効であるか否か）を判定する。アドレス帳公開部３１０は、アドレス帳記憶部３０７のア
ドレス帳をネットワーク１００に接続された画像形成装置１０２やＰＣ１０３に公開する
外部公開設定を管理している。アドレス帳処理部３０２は、この外部公開設定を取得し、
設定が有効であると判断すればＳ１４へ進み、有効でないと判断すればＳ１９へ進む。な
おアドレス帳を公開するか否かの設定は、管理者が画像形成装置１０１に予め設定するこ
とにより行われるものである。
【００７５】
　Ｓ１４では、受け付けた宛先にループバックアドレスが含まれている場合に、アドレス
帳処理部３０２は、ループバックアドレス処理部３０３にループバックアドレスに対する
処理を依頼する。依頼を受けたループバックアドレス処理部３０３は、アドレス帳記憶部
３０７に記憶されているループバックアドレス処理方法を確認し、ループバックアドレス
を含む宛先をどのように登録するかを判断する。アドレス帳記憶部３０７に記憶されてい
るループバックアドレス処理方法は、図５のループバックアドレス設定画面で予め管理者
により設定されているものである。
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【００７６】
　Ｓ１５では、ループバックアドレス処理部３０３は、Ｓ１４でループバックアドレス処
理方法を確認した結果、ループバックアドレスの登録を禁止する設定がされているか否か
を判定する。この判定は、予め図５の設定画面での設定に基づき行う。図５の設定画面で
ラジオボタン５０１がチェックされ、ループバックアドレス処理方法として「ループバッ
クアドレス登録禁止」の項目が設定されていれば、ループバックアドレスをアドレス帳に
登録することが禁止されていると判断し、Ｓ２０へ進む。
【００７７】
　Ｓ１６では、ループバックアドレス処理部３０３は、Ｓ１４でループバックアドレス処
理方法を確認した結果、ループバックアドレスを特定機器のアドレスに変換する設定がさ
れているか否かを判定する。この判定は、図５の設定画面でラジオボタン５０３の「ルー
プバックアドレスを特定の機器アドレスに変換」の項目が設定されているか否かによって
判断する。「ループバックアドレスを特定の機器アドレスに変換」の項目が設定されてい
れば、ループバックアドレスを他の機器固有の宛先に変換して登録すると判断し、Ｓ２１
へ進む。
【００７８】
　Ｓ１７では、ループバックアドレス処理部３０３は、Ｓ１４でループバックアドレス処
理方法を確認した結果、ループバックアドレスをどのような方法で登録するかをユーザに
確認する設定がされているか否かを判定する。この確認には、ループバックアドレスを登
録するか、別のアドレスに変換して登録するか、が含まれる。この判定は、図５の設定画
面でラジオボタン５０４の「ループバックアドレスを登録時に確認」の項目が設定されて
いればＳ２１へ進む。
【００７９】
　Ｓ１８は、Ｓ１５～Ｓ１７の処理の何れもがＮＯであると判定された場合の処理である
。この処理は、図５の設定画面でラジオボタン５０２の「ループバックアドレスは外部か
ら使用／配信を禁止」が設定されている場合の処理である。ラジオボタン５０２の項目が
設定されている場合には、ループバックアドレスを含む宛先情報を画像形成装置１０１の
アドレス帳に登録することは許可する。その代わり、外部の装置から（例えば画像形成装
置１０２から）画像形成装置１０１のアドレス帳に登録されたループバックアドレスを使
用することを禁止するものである。即ち、画像形成装置１０１でしかアドレス帳に登録さ
れたループバックアドレスを参照して使用することができない。アドレス帳処理部３０２
は、Ｓ１１で受付けた宛先情報の登録要求に従って、ループバックアドレスを含む宛先情
報（宛先名称、送信方法、送信プロトコル、ホスト名、フォルダパス、ユーザ名、パスワ
ード等）をアドレス帳記憶部３０７に登録する。
【００８０】
　Ｓ１１で受け付けた登録要求にループバックアドレスを含まないと判定された場合（Ｓ
１２でＮＯ）はＳ１９に進む。またアドレス帳記憶部３０７に記憶しているアドレス帳を
アドレス帳公開部３１０により外部の装置にアドレス帳を公開していないと判定された（
Ｓ１３でＮＯ）場合もＳ１９に進む。Ｓ１９では、アドレス帳処理部３０２は、受け付け
た登録要求に含まれる宛先情報（宛先名称、送信方法、送信プロトコル、ホスト名、フォ
ルダパス、ユーザ名、パスワード等）をアドレス帳記憶部３０７に登録する。
【００８１】
　Ｓ２０は、図５の設定画面で「ループバックアドレス登録禁止」の項目が設定されてい
る場合の処理である。Ｓ２０では、ループバックアドレス処理部３０３は、「ループバッ
クアドレスは登録不可です」の旨のエラーメッセージを生成し、生成したメッセージを画
像形成装置１０２へ、外部インターフェース２０３及びネットワーク１００を介して送信
する。この結果、メッセージを受信した画像形成装置１０２の操作部２０７にエラーメッ
セージが表示され、ループバックアドレスを画像形成装置１０１のアドレス帳に新規に登
録することを禁止する。尚、変形例として、登録を禁止する代わりに、「ループバックア
ドレスをアドレス帳に登録すると、外部の装置から参照された時に意図しない宛先へファ
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イルが送信されてしまう可能性があります」等のメッセージを警告画面を表示する。そし
て、この警告の後に、例えばユーザの選択などに応じて、ループバックアドレスを登録さ
せるようにしてもよい。
【００８２】
　Ｓ２１は、図５の設定画面で「特定の機器を宛先とする」の項目が設定されている場合
の処理である。Ｓ２１では、ループバックアドレス処理部３０３は、Ｓ１１で受け付けた
ループバックアドレスを含む宛先を何の宛先に書き換えて登録するかを図５で設定したラ
ジオボタン５０３１～５０３３の項目の設定に基づき判断する。ラジオボタン５０３１の
項目が設定されている場合は、アドレス帳処理部３０２は、ループバックアドレスを含む
宛先をそのままアドレス帳記憶部３０７に登録する。ラジオボタン５０３２の項目が設定
されている場合は、アドレス帳処理部３０２は、アドレス帳が登録されている画像形成装
置１０１のＩＰアドレス（「１６８．０．０．１」）に変換して登録する。ラジオボタン
５０３３の項目が設定されている場合は、アドレス帳処理部３０２は、アドレス帳の登録
要求を送信した装置のＩＰアドレスに変換して登録する。この例では、アドレス帳への宛
先の登録の要求元は画像形成装置１０２なので、画像形成装置１０２のＩＰアドレス（「
１６８．０．０．２」）に変換して登録する。もしＳ１１での登録の要求元が画像形成装
置１０１の操作制御部３０１であれば画像形成装置１０１のＩＰアドレスに変換して登録
し、もし登録の要求元がＰＣ１０３であれば、ＰＣ１０３のＩＰアドレスに変換して登録
する。
【００８３】
　なお本実施形態によれば、ラジオボタン５０３１が選択されている場合には、ループバ
ックアドレスのアドレス帳への登録が結果的に許可され、登録されたアドレスを使用して
ファイル送信処理を行う際にユーザが意図しない宛先へ送信されることが起こりうる。こ
のような課題を考慮して、ラジオボタン５０３１が選択された場合にもラジオボタン５０
２で選択したように外部装置からのループバックアドレスの参照を禁止するようにしても
よい。
【００８４】
　Ｓ２２は、図５の設定画面で「ループバックアドレス登録時に確認」の項目が設定され
ている場合の処理である。Ｓ２２では、ループバックアドレス処理部３０３は、アドレス
帳記憶部３０７に記憶されているループバックアドレス確認画面（図７）の情報を取得し
、アドレス帳の登録画面（図６）を操作している機器（この例では画像形成装置１０２）
へ送信する。画像形成装置１０２では、受信した情報をもとにループバックアドレス確認
画面を表示し、ユーザにどの宛先を登録するかを確認させる。このとき確認画面を表示す
るとともに、警告画面（ループバックアドレスを画像形成装置１０１のアドレス帳に登録
した場合にどのような問題が起こるかをユーザに警告する画面）を表示してもよい。画像
形成装置１０２の操作部に表示された図７の確認画面でユーザによりラジオボタン７０１
～７０３のいずれかが選択され、ＯＫボタン７１０が押下されると、画像形成装置１０２
は、選択された設定を示す情報を画像形成装置１０１へ送信し、Ｓ２３へ進む。
【００８５】
　Ｓ２３では、図７の確認画面を介して設定された項目の情報に基づいて、ループバック
アドレスをユーザに指定された宛先に変更してアドレス帳を登録する。Ｓ２２で送信され
た情報がラジオボタン７０１の「常に送信元の機器」を示すものである場合には、アドレ
ス帳処理部３０２は、ループバックアドレスをそのままアドレス帳記憶部３０７に登録す
る。Ｓ２２で送信された情報がラジオボタン７０２の「アドレス帳保有機器固定」を示す
ものである場合には、アドレス帳処理部３０２は、ループバックアドレスを１６８．０．
０．１に変更し、アドレス帳記憶部３０７に登録する。Ｓ２２で送信された情報がラジオ
ボタン７０３の「操作中の機器固定」を示すものである場合には、アドレス帳処理部３０
２は、ループバックアドレスを１６８．０．０．２に変更し、アドレス帳記憶部３０７に
登録する。
【００８６】
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　尚、本実施形態によれば、図７の確認画面でラジオボタン７０１が選択された場合には
、ループバックアドレスのアドレス帳への登録が結果的に許可される。そして、この登録
されたループバックアドレスを参照してファイル送信処理を行う際にユーザが意図してい
ない宛先に送信される事態が起こりうる。このような事態を考慮して、ラジオボタン７０
１が選択された場合にも、ラジオボタン５０２で選択した場合のように外部装置からのル
ープバックアドレスの参照を禁止するようにしてもよい。
【００８７】
　本実施形態によれば、アドレス帳を公開することが可能なサーバとして機能する画像形
成装置１０１は、自装置や他の装置（１０２や１０３）から受け付けた宛先のアドレス帳
への登録要求に従って、アドレス帳記憶部３０７に新規に登録できる。更に、アドレス帳
に登録する宛先がループバックアドレスである場合に、その宛先のアドレス帳への登録を
ループバックアドレス処理方法に従って制限するようにした。
【００８８】
　例えば、ループバックアドレスをサーバ機である画像形成装置１０１に登録することを
一律に禁止できるようにしている。これにより、実際にそのアドレスをしようしてファイ
ル送信処理が行われる場合の送信宛先が、アドレスを登録するユーザが意図する宛先と一
致しなくなることを防止できる。また、ループバックアドレスを登録したユーザが、登録
要求を指示した装置の宛先の登録を意図しているか、アドレス帳を保有している画像形成
装置１０１の宛先の登録を意図しているか、ループバックアドレス本来の用途で登録する
かを認識できる。このループバックアドレス本来の用途とは、登録したアドレスを使用す
るときに操作する装置の宛先を使用するものである。
【００８９】
　また、ループバックアドレスを他のアドレス（アドレス帳が登録されている装置である
画像形成装置１０１、又はアドレス帳の登録要求を送信した装置）に変換して登録するこ
とができる。これにより、アドレス帳を使用する時に参照した装置に依存してファイルの
送信先が変わってしまうことを防止できる。
【００９０】
　更に、ループバックアドレスを他のアドレスに変換して登録する場合に、どのアドレス
に変換するかを、登録要求をしたユーザに問い合わせるようにした。そして、その問い合
わせの結果に従ってループバックアドレスを他のアドレスにすることを可能とした。その
結果、ループバックアドレスの登録を要求したユーザが、どの装置へファイル送信するた
めに宛先を登録しようとしたのかを考慮してループバックアドレスを変換することができ
る。
【００９１】
　更に、ループバックアドレスを他のアドレスに変換して登録する場合に、どのアドレス
に変換するかを、予め既定されたループバックアドレス処理方法（即ち、ラジオボタン５
０３の設定）によって行うことを可能とした。
【００９２】
　尚、図８では、画像形成装置１０２から画像形成装置１０１のアドレス帳に新規に宛先
を登録することを要求する場合について説明した。しかし、画像形成装置１０１において
自装置のアドレス帳に新規に宛先を登録する場合にも同様に適用できる。
【００９３】
　次に図９のフローチャートを用いて、画像形成装置１０１のアドレス帳に登録されてい
る宛先を参照する際の一連の処理フローを説明する。この処理を実行するプログラムは画
像形成装置１０１のメモリ２０２或いは記憶部２０４に記憶されており、実行時にメモリ
２０２のＲＡＭに展開され、画像形成装置１０１のＣＰＵ２０１の制御の下に実行される
。
【００９４】
　図９のフローチャートは、サーバとして機能する画像形成装置１０１のアドレス帳に登
録された宛先を参照する要求を、自装置または外部装置（画像形成装置１０２またはＰＣ
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１０３）から受け付けることで処理が開始される。アドレス帳に登録された宛先を参照す
る要求とは、例えば、スキャナ部２０５や記憶部２０４から入力された画像ファイルを送
信する際に参照する要求や、送信設定記憶部３０８に記憶されている転送条件を設定する
際に参照する要求などである。
【００９５】
　Ｓ３１では、アドレス帳処理部３０２は、外部インターフェース２０３や操作制御部３
０１を介して、アドレス帳記憶部３０７のアドレス帳に登録されている特定の宛先を参照
する要求を受け付ける。受け付ける要求には、アドレス帳に登録されている複数の宛先の
なかでどの宛先を参照するかを指定する識別子が含まれている。なおアドレス帳記憶部３
０７のアドレス帳登録されている宛先にはループバックアドレスが含まれている場合があ
る。なお、本実施形態では、アドレス帳記憶部３０７に登録されている特定の宛先を参照
する要求を受付けた場合について説明するが、アドレス帳記憶部３０７のアドレス帳を一
括して参照する要求であってもよい。
【００９６】
　Ｓ３２では、アドレス帳処理部３０２は、Ｓ３１で受付けた要求が外部装置（画像形成
装置１０２やＰＣ１０３）からの要求であるか自装置（画像形成装置１０１）からの要求
であるかを判断する。具体的には、外部インターフェース２０３を介して受付けた要求で
あれば外部装置からの要求であると判断し、操作制御部３０１を介して受付けた要求であ
れば自装置からの要求であると判断する。
【００９７】
　Ｓ３３では、アドレス帳処理部３０２は、ループバックアドレス処理部３０３に指示を
行い、受付けた参照要求によって特定される、アドレス帳に登録されている宛先が、ルー
プバックアドレスであるか否かをループバックアドレス処理部３０３が判断する。ループ
バックアドレスであると判断した場合には、Ｓ３４に進み、アドレス帳記憶部３０７に記
憶されているループバックアドレス処理方法を確認し、アドレス帳に登録されているルー
プバックアドレスを外部装置が参照してもよいかどうかを判断する。
【００９８】
　Ｓ３５では、ループバックアドレス処理部３０３は、Ｓ３４でループバックアドレス処
理方法を確認した結果、ループバックアドレスの外部使用を禁止する設定がされているか
どうかを判定する。この判定は、予め既定された図５の設定画面での設定に基づき行う。
図５の設定画面でラジオボタン５０２がチェックされ、「ループバックアドレス外部使用
禁止」が選択されていれば、外部装置からの参照要求に基づくループバックアドレスの参
照及び使用が禁止されていると判断し、Ｓ３６に進む。
【００９９】
　Ｓ３６では、アドレス帳処理部３０２は、Ｓ３１で受付けた宛先の参照要求に基づくル
ープバックアドレスの参照を禁止する。具体的には、ループバックアドレス処理部３０３
は、「ループバックアドレスは参照不可です」の旨のエラーメッセージを生成し、生成し
たメッセージを画像形成装置１０２へ、外部インターフェース２０３及びネットワーク１
００を介して送信する。この結果、メッセージを受信した画像形成装置１０２の操作部２
０７にエラーメッセージが表示され、画像形成装置１０１に登録されているループバック
アドレスを参照が禁止される。なお変形例として、ループバックアドレスの参照を禁止す
る代わりに、警告画面を表示してもよい。この場合は、警告画面でユーザが参照すること
を続行することを指定した場合にループバックアドレスを参照可能とするようにしてもよ
い。
【０１００】
　また別の変形例として、ループバックアドレスを外部から参照することは許可するが、
使用目的、即ち、そのループバックアドレスを用いて画像ファイルを送信／転送すること
を禁止するようにしてもよい。
【０１０１】
　なお本実施形態では、Ｓ３１で、アドレス帳に登録されている特定の宛先のみを参照す



(18) JP 5711512 B2 2015.4.30

10

20

30

る要求を受付ける例について説明した。しかし、Ｓ３１でアドレス帳に登録されている宛
先を一括して参照することを可能とした場合には、処理部３０３により特定されたループ
バックアドレス以外の宛先の一覧を、Ｓ３１で受付けた要求の要求元へ送信してもよい。
【０１０２】
　アドレス帳に登録された宛先の参照要求が自装置からの要求であると判定された場合（
Ｓ３２でＮＯ）、又は画像形成装置１０１のアドレス帳に登録されている宛先の中にルー
プバックアドレスが含まれないと判定された場合（Ｓ３３でＮＯ）はＳ３７に進む。Ｓ３
７では、画像形成装置１０１のアドレス帳処理部３０２は、アドレス帳記憶部３０７に記
憶されているアドレス帳を、操作制御部３０１または外部インターフェース２０３を介し
て要求元へ送信する。
【０１０３】
　以上説明したように本実施形態によれば、サーバとして機能する画像形成装置１０１は
、自装置に記憶されているアドレス帳を外部の装置に公開できる。そしてクライアントと
して機能する画像形成装置１０２は、画像形成装置１０１が公開するアドレス帳に登録さ
れている宛先を参照できる。このように画像形成装置１０１のアドレス帳公開部３１０と
画像形成装置１０２のアドレス帳参照部４１０が連携することにより、画像形成装置１０
１のアドレス帳記憶部３０７に格納されたアドレス帳を、画像形成装置１０２が利用でき
るようになる。そのため、サーバして機能する１台の装置にアドレス帳を保有しておけば
、外部機器からそのアドレス帳に登録された宛先を参照することにより、他の装置にアド
レス帳を保有する必要がなくなる。
【０１０４】
　更に、本実施形態によれば、画像形成装置１０１が保有するアドレス帳にループバック
アドレスが含まれている場合、そのループバックアドレスを含むアドレス帳を外部から利
用（使用）することを禁止することを可能とした。そのため、アドレス帳を保有する画像
形成装置１０１とアドレス帳を使用する装置とが異なる場合に、ユーザが意図しない宛先
へファイルが送信されてしまうことを防止できる。即ち、ユーザは画像形成装置１０１に
送信されると意図していたにも関わらず画像形成装置１０２でその宛先を参照した結果、
画像形成装置１０２へ送信されてしまうような事態を防止できる。
【０１０５】
　（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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